
報告第１号 

 

   令和７年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）の専決処分に係る報告につ

いて 

 

 令和７年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第180条第１項並びに矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第

２条第４号の規定に基づき専決処分したので、同法第180条第２項の規定により次の

とおり報告する。 

 

 

 

 

 

 

  令和８年１月３０日提出 

 

 

 

                  矢巾町長 高 橋 昌 造 
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